
法人名 樹晰1口嵐 メドけン,デ笠。モンドジャボン 実績判定期間 平成 31年 1月 1日～令和 5年 12月 31日

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が 3,∞0円以上である寄附者の数 (※)の合計数
が年平均 1∞ 人以上であること

【留意1呵ロ

1 寄附者の氏名 α肉こあつてIよ その名称)及びその住所が明らかな寄附者のみを数えてくださしヽ

2 寄附者の数の算出に当たつては、寄附者本人と生計を―にする方を含めて一人としてください。
3貴法人の役員及びその役員と生計を―にする方が寄附者である場合、それらの方を寄附者の数に含めないてくださしヽ

A
人

B
月

Чヽ

書式第4号 (法第44条・51条関係)

認定基準等チェック表 (第 1表 絶対値基準用)

【寄附者名簿チェック欄】

□ 寄附者の氏名 ∝閃こあつては その名称)及びその住所が明らか憲蜀附者のみを数えています
"、

口 寄附者の数の算出に当たって、寄附者本人と生計を―にする方を含めて一人としています
"、

口 貴法人の役員及びその役員と生計を―にする方が割附者の場合、それらの方を寄附者数から除いています力、

上屁の日で「いいえ」にOがついた場合は、下記の■で判定してください。

○ 実績判定期間内において、寄附金額が年 3,0∞ 円以上の寄附者の数 (※)が年 1∞ 人未満の事業年度があ
る場合は、下欄により、年平均 100人以上かどうかを判定してくださし、

年 3,0∞ 円以上の寄

附者の数(※ )

○ ⑮ ◎ ① ◎ ① 合計

人 人 人 人 人 人 A 人

実績判定期間の月数
一月1未満の端数がある船 よ 一月に切り上げます。

B 月

× 12
人

実績判定期間の年■0∞ 円以上の寄附者数(※ )
≧ 100人

実績判定期間の月数

↑

4ヽ数点以下は切り捨てます。

∝意¬D
・ 案績判定期間とは、申請書提出の直前に終了した事業年度の末日以前2年 (初回のみ2年、更新は5年)内に終了した各事業年度の
うち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。

例えIi 3月決算法人が令和5年 7月に中膠書を提出する場合、過去2年内に事業年度の変更を行つていなけ‖よ :剋慶判定期間は初
めて認定を受ける法人の場合は令和3年 4月 1日から令和5年 3月 31日 優噺時は5事業年度)となります。
・ チェック欄に1よ この表の各相D記載を終了し、基準を満たしていることを確認したら「チェック相Uにチェックを記載してください
(第 2表以下についても同様です。)。
・ なお、認定書査の過程において、年3,000円以上の寄附者の数の算出根田こついて確日させていただく場合がありますので、寄附
者の数の算出根拠を示す書類を法人の主たる事務所に確実に保管するようお願いします。

※ 休眠預金等交付金関係助成金を受け取つている場合は3.000円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額を加算した金額以上の寄
附者数となります。

◎ ⑤ ◎ ① ◎ ①

平成31年 1月 1日 令和2年 1月 1日 令和3年 1月 1日 令和4年 1月 1日 令和5年 1月 1日 年 月 日
実績判定

期間内の

各事業年度
令和1年 12月 31日 令和2年 12月 31日 令和3年 12月 31日 令和4午 12月 31日 令和5年 12月 31日 年 月 日

年 3,0∞ 円以上の寄昨1者

の数(※)が 1∞ 人以上で

ある

いいえ \\i は い
。 \t,\i \v\i いいえ はい。いいえ

■
Ｈ

チ ェ ッ タ 欄

′



 ヽ  .
ヽ
…
′

V

書式第6号の① (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 2表 )

(注意事項)

③については、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

法人名 特定非営利活動法人 メ ドゥサン・デュ 。モン ド ジャポン た ック欄

2 実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が50%未満であること /

イ 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供 (以下「資産の譲渡等」という。)、 会
員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動 (資産の譲渡等のうち対価

を得ないで行われるもの等を除く。)

口 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ
れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動 (会員等に対する資

産の譲渡等を除く。)

(注意事項)特 定の地域とは、一の市区町村の区域の一部で地縁に基づく地域をいいます。
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
二 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

実 績 判 定 期 間

すべての事業活動に係る金額等 ①
(指標

1,218,909,217円

①のうちイ～二の活動に係る金額等 ② 1,288,775円

O②ヘ

基準となる割合 (②―

①)
③ 0.10%

イ

会員等に対する資産の譲渡等の活動 (対価を得ないで行われ

るもの等を除く。)に係る金額等
①

0円

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等
①

0円

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ◎ 1,288,775円

特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ① 0円

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等
◎

0円

合  計   (④ +⑤ +◎ +①+◎ ) ① 1,288,775円



し

‐

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

∝意申0
・ 認定基準等チエック表 (第 3表)は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の錮転の必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつて1よ 法第5条第1項に基づく密順(役員報酬規濯等提出■類)に配載した事項について、
添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ。モンドジャポン チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること
{1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

′

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記
録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

嵯 1)

0主 2)

各欄り人敗等は、第3表付表1『役員の状況」から転配してくださしヽ

③及びりこついて|ム 小数点以下第2位を切り捨てた敷饉を記載してくださしヽ

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

①
平成31年 1月 1日～令和1年 12

月31日 12人 0人 0% 0人 0%

(D
令和2年 1月 1日～令和2年 12

月31日 12人 0人 0% 0人 0%

◎
令和3年 1月 1日～令和3年 12

月31日 12人 0人 0% 0人 0%

①
令和4年 1月 1日～令和4年 12

月31日 14人 0人 0% 0人 0%

◎
令和 5年 1月 1日～令和 5年 12

月31日 11人 0人 0% 0人 0%

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
10人 0人 0% 0人 0%

各社員の表決権が平等である ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

0_菫当立二重旦を0‐d堕[=菫□壁□|ス:よ菫3表付表2『帳簿組饉0状況」を添付してくださしヽ

項
［
日 ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は讃 法人の監査を受け

ている いいえ いいえ いいえ いいえ

はい

いいえ

はい はい

いいえ いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている いいえ いいえ いいえ

はい

いいえ いいえ

はい

いいえ いいえ

はい

項
日

【 ④ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申副馴時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有 有 ① 有 ♂ヽン 有① 有④ 有・無 有

W

‐

第3表 (″CD

C意¬0
認定の有効期間の更新の申請に当たっては 法第5条第 l項に基づく書類 (役員

…

出書類)に記載した事項について、改
めて配齋する必要はありません。

「認定基準等チェック表」(第 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも
のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽ こしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各相 区分相の「③～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載しま‐九

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各相 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会員0第〇条に『各正会員の表決権は、
平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

ハθ)襴 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「①」から「①」について|ム イに記載する各期

間 (「③」から「①」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査
法人の監査を受けている」の」1型上
に Kと した場合笙は監査証明書を添

付してくださしL_

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及
び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の∫はL」 t: l-Q1

した場合には、第 3表イ寸表 2「帳簿組

織の状況」を記載し添f寸してくださ

しIL_

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに誼戦する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

の補足

海ヽ
V



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

V オスタン・ガエ

ル マリー・ク

リス トフ

○ ○ ○ ○ ○

第 3表付表 1

就任

羽成12年 10月 Ю日
理事 ○

大浦 紀彦
理 事 ○ ○ ○

就任

羽成17年3月 Z日○ ○ 〇

法人名 特定非営利活動法人メドゥサン・デュ・モンドジャホン ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 12人 12人 12人 14人 11人 人 10人

0人 0人 0人 0人 0人 人 0人

0人 0人 0人 0人 0人 人 0人

興座 聴 就任

平成2年Ю月Ю日
辞睡

令和4年6月 16日

理事 ○ ○ ○ ○

パ トリック・

ダヴィッド 理 事 ○ ○ ○ ○ ○ ○
測壬

弔如7年 3月 2日

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

住  所 職名 続柄等
④ ⑮ ◎

氏   名

川越 昌子 就任

1ケt18年 3月 16日

退任

平城 31年3月 9日

理事 ○

磯村 尚徳

  
理事 ○ ○ ○

洲壬

羽戎19年 3月 2日

週■

令和5年 3月 B日

○ ○

.ヽ′

山田 信幸 艇
職
縦
輌

理事 ○ ○ ○ ○ ○
19年3月 2日

5年 3月 18日

寺島 左和子

理事 ○ ○ ○ ○○

劇壬

零戎
"年
3月

"日立r壬

令和5年 3月 18日

森川 すいめい 側壬

執 %年 3月 ∞ 日
週壬

令和6年 3月 B日

理事 ○ ○ ○ ○ ○

フィリップ

ダルペラ

樹壬

羽戎η年3月 И日

週壬

令和3年 3月 13日

監 事 ○ ○

就任

平ケえ3)年 3月 17日

翻壬

冷孝「元年6月 る 日

犬塚 直史

理 事 ○

○



瀬古 篤子
理事 ○ ○ ○ ○ ○

調■

執 ∞年3月 17日○

石原 恵
○ ○ ○ ○ ○

息U■

平成31年 3月 9日理事 ○

佐藤 直 郷壬

羽戒31年 3月 9日
理事 ○ ○ ○○ ○ ○

ラショセ ミシ

ェル マ リマル
ーセル

監事 ○ ○ ○

就に

冷和3年 3月 13日○

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事

項について、添付を省略することができます。
V

υ

○

○

○

○

○

○

就任

令和4年3月 19日

就任

令和4年 8月 4日

刺壬

令和4年 8月 4日

理事

理事

理事

○

○

○

見山 謙一郎

日野 慶子

横森 佳世



書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

法人名 特定非営利活動法人メドゥサン・デュ・モンド ジャポン

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詢帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト飾生会計)も明

)v-Ay-7
都度 7年

仕訳日記帳 会計ソフト飾社会諦 償L用

ルーズリーフ

都度 7年

現金出納限 エクセル使用

/v--At)*7

都度 7年

預金出納帳 エクセノイ吏用

ノレーズリーフ

都度 7年

固定資産台帳 エクセル使用

tv-/t)-z

都度 7年

給与台帳 給与ソフト動生給与)を調

ルーズリーフ

月 1回 7年

V

し

(13臓目nD
.「伝票又は概薄名」欄は、例えば「入金伝卵し、「出金伝票」、「振讐伝源し、1預金出納帳」、「総勘定元帳」などのように1日臓します。
. 「左の根簿等の形態」相は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装T帳簿」などのように記載します。
「

“

帳の時期」欄は、晴麟詢、「毎日」、「―週間ごと」のように田載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たつて:ム 法第
"条
第1項に基づく書類 (役員報酬頗層専提出1藤Dに口載した内容に変更

がないときは、添付を4口各することができます。



ヽノ

し

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初舅Э

礎意事
'0

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表 )」 は、法第

“

条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載
及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第 4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま
せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第
"条
第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ。モンドジャポン チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと
口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法
人と当法人との間の資産の議波等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上
であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

ロ

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申言早寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有 ① 有 ① 有・〇 有 有 ① 有 ・ 無 有 ①

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有 ① 有

⌒

∪ 有
′
~ヽ

ツヽ 有 r猛、ヽツ 有 ① 有 ・ 無 有 ①

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

有 有 有 ① 有 ① 有 4ぬヽツ 有 ・ 無 有
⌒

∪

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申言静寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無

⌒

有ヽきリ
⌒

有鳴り
′
~ヽ

有使レ′
′
~ヽ

有ヽ送リ 有 有・無

⌒

有へ翌ジ

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

′
~ヽ

有tJ
′
~ヽ

有 レヽ′
⌒

有 ψ ′
′
~ヽ

有使レ)
⌒

有kダ 有・無 有

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特男llの利益の供与の有無

′
~ヽ

有迎ヽノ 有
´ヽ
有 へυ

⌒

有ミ迎ソ
′
~ヽ

有(き

'

有・無 有

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する割附の

有無

⌒

有迎ヽノ 有
′
~ヽ

有く、き,) 有
′
~ヽ

有ミ選ノ 有・無
′
~ヽ

有
t』り

/

r品、
ヽツ

′
~ヽ

リ ③



項
日

【 実績判定期間

事 業 費 の 総 額 ① 1,218,909,217円

特定非営利活動に係る事業費の額 ② 1,214,958,Ⅸ ,7円

特定非営利活動の害恰 (②―①) ③ 99.“%

ハ

注・レ 」ヽについて、事業費以外の

指標により計算を行う場合に

:よ 使用した指標及び単位を

記載してください。
・損益計算書により算出した場

合について:よ 配載要組の注

意事項をご鵬里ください。

使用した指標 単位

豊量産型整塑亜重塑壁
洒付してください。

項
日

【 実績判定期間

受 入 寄 附 金 総 額 ① 1,115,938,717円

受入寄附金総額の うち特定非営

利活動 に係 る事業費に充 てた額
② 1,an340,361円

受入寄附金の充当割合 (②―①) ③ 95.∞%

(第 4表 :力わ

(」口I事可D
・「認定基準等チェック表 (第 4表 次薬)」 (ハ及び二)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員輛酬規程等提出書壺Dの提出時
には記載及び添付の必要はありません。

・「ハ及び二」のЭこついては、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。
′｀



法人名 特定非営利活動法人メドゥサン・デュ・モンド ジャポン

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係にある者 (注 1)(以下「役員等」という)に対する報酬又は給与の支給 は秦沖 l定期間及び申請書の提

出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに行った取引等)について記載してください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係にあ

る者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族
② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは割射者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内
の親鬱むから受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

④ ②又はЭに掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を―にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)

氏 名 職 名
法人との関係

(注 2)

報酬・給与の

区    分
支 給 期 間 等 支 給 金 額

該当なし

(注 2)注 l σXDヽてF)内容を具体的に記述します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 m19年 1月 1日 ～m24年 6月 25日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

32人 283,232,879円

ヽ‐′

V

書式第11号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する報酬等の状況 第4表付表 1

礎意¬Q
・ 「役員等に対する資産の議渡等の状況等 (第 4表付表 1)」 は、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の

提出時には配餃及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第
“

条第 1項に基づく書類 (役員報酬韻程等提出書類)に記載した事項につい

て、改めて記載する必要はありません。



ν

ν

書式第12号 (法第44条・51条・58条段1系)

役員等に対する資産の譲渡等の状況等 第4表付表2(布

"D

∝憲■O
・ 「役員等に対する責産の議濃等の択滉等 (第 4表付表 2)」 |よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出■書Dの提
出時には記載及び添付の必ヨまありません。

・ □定の有効醐間D更新の申請に当たつては 法第 5条第 1項に基づく書類 (役員
…

細 書甍Dに記載した事項につい
て、洒付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人メドゥサン・デュ・モンド ジャポン

1 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と
特殊の関係ωにある者 (以下「役員等」という)又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等 〈塞績当

び か 申 の 日 った取 について以下

の項目を記載してくださし、

(注)「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している関係

③ 上記Э又は0に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

(1)資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

(2) 姿
"奎

凋 寸け (`金寃曳σ〉誉計寸けをrtttri。 )

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
譲 渡 資産 の 内容

譲  渡
年 月 日

譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 と の

関   係
貸付 資産 の 内容

貸  付
年 月 日

対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円



‐

▼

第4表付表2(りCD

∝意申0
.「役員等に対する資産の臨渡等の状況等 (第 4表付表 2)」 Iよ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出
時には蘭餞及び添付の必要はありません。
.認定の有効期間の更新の申請に当たつて1よ 法第5条第 l項に基づく書順 (役員輛馴続程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

(3)役務の提供 (施設の利用等を含む。)

2 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項
骸当する事項がある場合にその内容を具体的に記載してください。)

該当なし

3支出した寄付金 G:当:当[些」自:囲1塁及:至!主i譴:書⊆2握世」』l塗笙:己L嘔塞:里]曰:雪巴姪
`2旦

奎L皇壺書望:塑:坐:些
`と

EL菫:⊆笙菫
した

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

男I勝蛯参照 円

円

円

円

円

円

円

取 引先 の氏名 等
法 人 との

関   係
役務の提供の内容

役務の提

り咋月日
対価の額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

男I係厖参照 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



男:鷹

ヽノ

ヽ′

役務の提供 (鮨設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人と

の関係
役 務 の 提 供 の 内 容 Cu象の賃勢単

「
月日 対価の額 その他の取 引条件等

ラオス事業写真動画撮影 平成31年■月8日～平成

31年 1月■7日

有債ホ'ランティア党書に基づ

く現地での活動 1日
12βЮ円計6日及び作業

費一式∞,αЮ円

及び編集 102ⅨЮ円

令和 4年 11月 .17日～令

和4年 11月 %日 1ltⅨЮ円

有償ホ
・ランティア覚書に基づ

く現地での活動 1日
唸鰤 円計7日及び作業

費一式∞,αЮ円

福島県いわき市台風 19号

被災地における健康相談

活動

令和1年 11月 2日～

令和2年 2月 14日

有償ボランティア党書に

よる、131ⅨЮ円几日
39,813円

こころのケアにおける臨

床,こ』里士助言相談

令和 3年 2月 14日
ιttЮ 円

業務委託に関する党書よ

る、こ∝Ю円伴 日

福島県「相馬広域こころの

クアセンターのこころの

ケアなごみ」への支援活動

平成 31年 1月 1日～

令和 2年 3月 31日

有償ボランティア党書に

よる、L∝Ю円′1時間

"8χ
Ю円

福島県「相馬広域こころの

ケアセンターのこころの

ケアなごみ」への支援活動

平成 31年 1月 1日～

令和2年 3月 31日

有償ポランティア覚書に

よる、6願Ю円/半日
贋も,4釘 円

福島そうそうプロジェク

ト、川内村こころのプロジ

ェクト|む赫堕動実践指導

平成 31年 1月 1日～

令和 2年 3月 31日

有償ポランティア党書に

よる、lαЮ円′1暉欄
優B,32)円

福島県いわき市台風 19号

被災地における健康相談

活動

令和 1年 11月 5日～

令和2年 2月 14日

有償ボランティア覚書に

よる、LαЮ円′1瞑欄
9624,αЮ円

ハウジングファースト東

京プロジェクト調査研究

活動

令和 1年 11月 5日～

令和2年 12月 25日

有償ボランティア党書に

よる、lχЮ円′1瞑市場
馴5,αЮ円

現地支援形成外科プロジ

ェクトの実施にともなく

渡航前後の関材準備等

平成 31年 4月 15日～

令和2年 12月 31日

有償ポランティア党書に

よる、LαЮ円′1買欄
[6,αЮ円

現地支援形成外科プロジ

ェクトの実施にともなく

渡肺翔獅哺帥輝備等

令和1年 11月 15日～

令和1年 12月 31日

有償ポランティア党書に

よる、L∝Ю円几時間
Q〔Ю円

支出した寄附金

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

  

 

令和1年 3月 2日 2〕,54aαЮ円
医療支援事業

EUR2贋脚

令和 1年 9月 27日 2251,∝Ю円
医療支援事業

EURl(XXXЮ

令和 1年 12月 5日 1337QЫЮ円
医療支援事業

ELRl∝取Ю

令和 2年 3月 2(,日 18370まЮ円
医療支援事業

EURl田:XX)

玲痢 2年 7月 27日 19048晨Ю円
医療支援事業

EURl田XX)

令和2年 12月 2日 13326,(XЮ 円
医療支援事業

EIRl瞑DЮ



令和3年 3月 10日 19,043まЮ円
医療支援事業
ELRlまΠЮ

V

し

令和3年 6月 Ю 日 19,57&αЮ円
医療支援事業

■ Rl硬窓Ю

令和 3年 12月 10日 26,14,ⅨЮ円
医療支援事業

ⅨЖ以順舶

令和4年 3月 10日 261(4,∝Ю円
医療支援事業

Ⅱmx順舶

令和 4年 7月 11日 28,288αЮ円
医療支援事業
ⅢJRχⅡ加

令和 5年 2月 3日 2,288∝Ю円
医療支援事業

ⅡЛИ順脚

令和5年 7月 %日
",4Ю
,7Ю 円

医療支援事業

ELR17諷Ю

令和6年 3月 13日 28,46■ 2晨)円
医療支援事業
EUR17脇Ю

令和 6年 5月 2日 10,優9,428円
医療支援事業
Ⅸm623あ

  令和 1年 3月 25日 10LまЮ円 医療支援事業

令和2年 5月 12日 安Ю,4α)円 医療支援事業 EUR222

令和 3年 3月 31日 χB,7(Ю 円 医療支援事業

令和 4年 3月 Ю 日 願Ю,∝Ю円 医療支援事業

令和 5年 3月 29日 2,250,∝Ю円 医療支援事業

   令和 2年 3月 23日 65ZIⅨЮ円
医療支援事業

令和 4年 7片2日

“

,24αЮ円
医療支援事業

Ⅸ翼瓜順脚

令和5年 9月 27日 ,&り,772円
医療支援事業

■R篭6%

令和 6年 1月 17日 2,&χ,&Ю 円
因わ暖 事業
ⅡJRl∞,聾ヱ.54

令和 6年 3月 18日 2,45,083円
医療支援事業
EUR1490■(D

  令和 3年 6月 17日 1,願Ю,∝Ю円
医療支援事業

令和 4年 6月 即 日 3,IЮ,∝Ю円
因魅勁需喋

令和 4年 11月 18日 1,4亀 &Ю 円
医療支援事業

令和 5年 4月 14日 田 8ヽ78798円
医療支援事業
EUR194,995」塑

令和 5年 12月 14日 2■625182円
医療支援事業
EIJR16z17867

令和 6年 2月 2日 1,αЮ,ⅨЮ円
医療支援事業

   

 

令和 5年 6月 2日 31,488 ⅨЮ円 医療支援事業

ⅨЛ家順舶

令和 6年 1月 4日 lLI開0,817円 医療支援事業
EUR729921B

令和 6年 4月 8日
3613928円 医療支援事業

USD23,64982



V

V

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添
付する必要があります。
・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ
をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は
居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他
一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する細劇 (社内規則)等がある場合には、その相則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10人
以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿
③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)
※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引
・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら
の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法
人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況
a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)
b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

/



書式第 14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

V

｀ン

法人名 特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準.等チェック表  (第 7表 )

認定基準.等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し
ていること

チェック‖用

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 年  月  日

C意事の
。 法第55条第 1項に基づく害順 (役員報酬規程等提出書饗Dの提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8]D
は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第
29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 毎
ヽ 有 鉦

か
有 征

か
有 征

ヽ
有 ・ 無 有 毎

ハ

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第闘条第 1項に基づく書類 (役員報酬蜆程等提出書類)の提出時に配載及

び添付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 ・ ① 有・ ① 有 。① 有・ ① 有 ・ ⑬ 有 征
ヽ
有・ ⑬



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

V

V

法人名 特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン チェッタ欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法

人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等い '若
しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 ∝2)
2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3定 款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

こは b 「 4

|二□墜【塾」」壁星」璧E≧【菫
=区
里」」量」`ら菫:重」Lと量1lL:L:]i整」堕L21三:墨う」回匿二:□:日11`2壼!」コ」墜理と生L!生■)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽ こ該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営和い 特`伊認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特

定非営和括ヲ法人又は当該特伊l認定特定非営和括動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年.を経過しない者の有無

有・①

禁鍛以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有・①

特定非営中脱調脱U自去若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第2(4条等若しくは暴テイテ為等処ξl法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有・①

暴力団の構成員等の有無 有・①

，
一 認定又は特ケ認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い

。

いヽ
＾
６ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 はい

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

は い ・

郡
摘

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上聾」壺 函整:腱奎量量笠奎L笙:壁二塁ユ菫1整題1延:園菫
「その4L並墾こロヨgi菫]国菖日型Eu璽」LIL奎壺1型コ2壁星コ`L壼壁と量生菫遇塾処盆iこ盤登整壁型堕査を重量童:ること_
※その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

※役員報酬順程等提出書には添付不要

国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 は い

り^ 次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 は い ・

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 は い
。 さい

′

い`

イ

ロ



書式第 16号 (法第44条・ 51条・ 58条関係)

寄附金を充当する予定の事業内容等

法人名 特定非営利活動法人メドゥサン・デュ・モンド ジャポン

ー

事   業   名 具 体 的 な 事 業 内 容
実施予定

年  月

実施予

定場所

従事者の

予定人数

受益対象者の

範囲及び予定

人    数

寄附金充当

予 定 額

(a)医師、他の医療専

門家及び組織される使

節団の目的に必要な技

能を有するその他の人

を、出動させる

形成外科プロジェクト「スマイル

作戦」

戦争や
'事
故などの外傷の後遺症.

先天性奇形、病気や栄養失調など

での顔面′丼員傷の1顔夏諭 、現地
スタンフの育成

通年 ラオ ス

人 民 民

主 共 和

国 シ ェ

ン ク フ

ン県

20人 ラオスの顔面の

損傷の修復手術

が必要な人々及

び現地スタンフ

1∞ 人

6.5(ЮαЮ円

rd)1蟹■ lL″姫三療賞ヂ1家

及び組織される使節団の目

的に必要な技能を有するそ
の他の人を、出動させる。

ラオス山岳僻地における母子保

健向上のためのプライマリーヘ

ルスケア弼 ヒ事曳
フアバン県山岳僻地に住む女性

と子どもたちの母子保健サービ

スのオIJ月を促進するため、住民の

飽蔵島書活軌 保健医療従事者の

能力・技術強化、保健行政の運

営・管理鬼力郵 ヒと、現月量母子保

健の全てのステークホルダーに

働きかけることで母子保健向上

を目指す。プライマリーヘルスケ

アアプローチを通し、名市詢 に現

地の人々が自ら健康を守ってい

けるよう事業を行っていく。

通年 ラオ ス

人 民 民

主 共 和

国 フア

パン県

20人 ラオス人民民主共和

国フアバン県

∞ 神,」じⅨЮ人

C線緊紫群者・行
政 1∞人

55,XЮ .(XX円

|)医師、他の医療専門家

及び組織される使節団の目

的に必要な技能を有するそ

の他の人を、出動させる。

ロヒンギャ危機対応イ呆厳 援事

業
ロヒンギャ難民およびホストコ

ミュニティ住民を対象に非感染

性疾患に関する啓発と住民どう

しの共助醸成、基礎診療所の診療

能力向上支尻

通年 バングラ

デシュ人

民共和国

チッタゴ

ン管区コ

ックスバ

1トーー′蝶

40人 バングラデシュ人民

共和国 チッタゴン
管区コックスバザー

ル       県
難民キャンプ・ホスト
コミュニティに居住

する住亀 言勿簿鸞員

10,αЮ人

∞,∝Q鰤 円

(b)災難下の人々 のために、

できるだけ迅速に、薔切な

効率性、技術、及び責任を

もって救援を行うための、

あらゆる人的又は自然の資

源を動員する。

①ウクライナ人道危機被害者に

対する緊急医療支援事業,紛争下
にあるウクライナの人々への診

療の継続を支援するため、医療施

設′0医療資機材・薬剤の促Q
C医療施設修復支援、資機材・薬
期是供、職員ィマ )研1久

通年 ①ウクラ

イナ、ザ

ボリージ

ャ州、′ヽ

ルキ列11

②ウクラ

イナ、ス

ミー州、

チェルニ

フツィ州

01∞人

O10人

0ウ クライナザポリ
ージャ州′ヽルキウ州

住民・避期民

Ю,∝Ю人

0ウクライナスミー

州、チェルニアツィ州

住民・避期民

∞,α力人

1"μЮαЮ円

0災難下の人々 のために、
できるだけ迅速に、適切な

効率性、技術、及び責任を

もって救援を行うための、

あらゆる人的又は自然の資

源を動員する.

シリア北西部の震災被災者への

基礎謗寮提曳

通年 シリア

アレッポ

県アフリ

ーン郡、

イドリブ

県ハリム

郡

lm人 シリア

アレッポ県アフリー

ン郡・イドリフ策 リヽ

ム郡住民・達難民1

10.α

"人

5∞ ,(XЮ 円

|)医師、他の医療専P5家

及ひ粗織される使節団の目

的に必要な技能を有するそ

の他の人を、出動させる

ネパール連邦民主共和国におけ

る廃棄物処理労働者の健康を守

る事氣

通年 ″■′瑾

額出蜘

風 カトマ

ンス 々ヽ

―ルガンジ

40人 ネパール連邦民主共

和ユ カトマンス ネ
バールガンジのゴミ

収葉に従事している

人々 及び近障つ鍵家

175,αЮ人

120Ю ,αЮ円

0医師、他¢堰療専早塚
及び組織される1吏籠 の目

的に必要な技能を有するそ
の他の人を.出動させる。

コロンビア共和国メンタルヘル

ス向上にむけて自治体の能力強

化支援事業

通年 コロンピ

ア共和国

メタ県、

チョコ県

など15県

lm人 内戦の影響によるコ

ロンピア共和国の国

内目題■およびベネ
た ラ経

50,鰤 人

12om,(XX円

|

|

|



(a)医師.他薩 療専門家

及0鸞織される使節団の日

的に必要な技能を有するそ
の他の人を、出動させる。

マダガスカル共和国南部におけ

る自然災害の復興及び栄養危機

支援事業

通年 マダガスカ
′け嬌「E南
部アンフブ

ン測区

l∞ 人 マダガスカ′り嬌嘔酪部

ア″ケ′Ⅵ区の■ま

うよ猜磨淑′,地
域確人

1∞,∝Ю人

120カ p∞ 円

|)医師、他α医療専円家
及0鞭織される使節団の目

的に必要な技能を有するそ

の他の人を、出動させる

アフガニスタンカプール州国内

避難民とホストコミュニティの

プライマリーヘルス事亀

通年 アフガニ

スタン・

イスラム

首長国カ

ブール州

∞ 人 アフガニスタン・イス

ラム首長国カプール

州の国内避難民及び

ホストコミュニテイ

¢堆L人

2∞ ,(XX)人

12,OЮЮOЮ 円

0 医自R催1の D三男て専響諺彙
及び組織される使節団の目

的に必要な技能を有するそ
の他の人を.出動させる

パレスチナ/メ ンタルヘルスサー

ビス́ ψ`)アクセスの強化蒻亀

通年 パレスチ

ナ自治区

10人 バレスチサ自漁g

10,∝Ю人
7,(κ X),α X,「

11

|)医師、他の医療専門家
及0組織される使節団の目

的に必要な技能を有するそ
の他の人を.出動させる

ギリシャレスボス島難民支援事

業

通年 ギリシャ

共和国レ

スボス島

30人 ギリシャ共和国レス

ボス島なつ囃民 (アフ

ガニスタン. ノマリ

ア、シリア等からの離

D IQ(m人

6∞ ,∝Ю円

|)医師、他の医療専門家
及び組織される使節団の目

的に必要な技能を有するそ
の他の人を.出動させる

東京プロジェクト

関東周辺及び他の地域の医療に

つながることが困難な状態にあ

る人々の調査とアドボカシー活

動,事業に伴う広報活動及び資金
講撻活動等。

通年 関東 及

び そ の

他 周 辺

地域

10人 関東及び他の周辺

地域のホームレス

状態にある人々

7∞ 人

11,(XX,∝Ю円

(b)災難下の人々 のために、
できるだけ迅速に、適切な

効率性、技術、及び責任を

もって救援を行うための、

あらゆる人的又は自然の資

源を動員する。

令和6年能登半島地震支援。司‖

県の外国人被災者への情報提供

と物資支援、こころ¢珀J東‐相沈

通年 石川 県

令和6年

能 登半

島地 震

被 災地

域

10人 石川県令和 6年
能登半島地震被

災地域の医療に

つながっていな

い外国人労働者

"0人

1,500μЮ円

ヽ_′




